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告 示 

 

鳥取県告示第148号 

鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）第２条第３項の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置

するので、同条第４項の規定により告示する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

名称 調査審議する事項 設置期間 庶務担当機関 

平成27年度鳥取県協働提案・

連携推進事業補助金審査・検

証委員会 

鳥取県協働提案・連携推進事業補助

金の補助対象事業の採択及び事業成

果の検証に関する事項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 

県民課 

鳥取力創造課 

平成27年度鳥取・島根広域連

携協働事業審査委員会 

鳥取・島根広域連携協働事業の採択

に関する事項 
〃 

鳥取力創造課 

平成27年度鳥取県環境学術研

究等振興事業評価委員会 

鳥取県環境学術研究等振興事業の補

助対象事業の採択に関する事項 
〃 

教育・学術振興課 

鳥取県立米子コンベンション

センター床機構改修業務事業

者選定委員会 

鳥取県立米子コンベンションセンタ

ー床機構改修業務に係る受託業者の

選定に関する事項 

〃 

文化政策課 

平成27年度鳥取県美術展覧会

運営業務委託審査委員会 

鳥取県美術展覧会運営業務の受託業

者の選定に関する事項 

平成27年４月２日

から同年７月31日

まで 

〃 

平成27年度鳥取県文化芸術活

動支援補助金交付対象事業選

定委員会 

鳥取県文化芸術活動支援補助金の補

助対象事業の採択に関する事項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 

〃 

平成27年度アルコール健康障

害対策基本法普及啓発業務委

託プロポーザル審査会 

アルコール健康障害対策基本法（平

成25年法律第109号）の普及啓発業務

に係る受託業者の選定に関する事項 

平成27年４月２日

から同年11月30日

まで 

障がい福祉課 

平成27年度鳥取県障害福祉サ

ービス事業所ハートフルサポ

ート事業審査委員会 

鳥取県障害福祉サービス事業所ハー

トフルサポート事業の運転設備資金

貸付金、新商品開発支援補助金及び

協働連携企業補助金に係る対象事業

の採択に関する事項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 〃 

平成27年度とっとり支え愛活

動支援補助金審査会 

とっとり支え愛活動支援補助金の補

助対象事業の採択に関する事項 
〃 

長寿社会課 

鳥取県ＤＶ被害者支援計画策

定委員会 

配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律（平成13年法

律第31号）第２条の３第２項に掲げ

る事項 

〃 

子育て王国推進局

青少年・家庭課 

鳥取県ひとり親家庭支援サイ

ト開設業務委託プロポーザル

審査会 

鳥取県ひとり親家庭支援サイト開設

業務に係る受託業者の選定に関する

事項 

平成27年４月２日

から同年７月31日

まで 

〃 
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平成27年度鳥取県児童虐待防

止啓発業務委託プロポーザル

審査会 

鳥取県児童虐待防止啓発業務に係る

受託業者の選定に関する事項 〃 〃 

鳥取県地域・職域健康マイレ

ージ実践モデル事業プロポー

ザル審査会 

鳥取県地域・職域健康マイレージ実

践モデル事業に係る受託業者の選定

に関する事項 

〃 

健康医療局健康政

策課 

平成27年度鳥取県肝炎治療認

定審査会 

鳥取県肝炎治療特別促進事業に係る

対象患者の認定に関する事項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 

〃 

とっとりの緑化検討委員会 今後のとっとりの緑化のあり方並び

に民有地・公共地の植栽管理及び整

備内容等に関する事項 

〃 

緑豊かな自然課 

技術企画課 

とっとりの自然を活かしたガ

ーデンデザインコンテスト審

査会 

とっとりの自然を活かしたガーデン

デザインコンテスト応募作品に係る

審査等に関する事項 

平成27年４月２日

から同年12月28日

まで 

緑豊かな自然課 

とっとりの豊かな自然と山の

魅力発信事業プロポーザル審

査委員会 

とっとりの豊かな自然と山の魅力発

信事業に係る受託業者の選定に関す

る事項 

平成27年４月２日

から同年７月31日

まで 

〃 

鳥取県住生活基本計画検討委

員会 

鳥取県住生活基本計画の見直しに関

する事項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 

くらしの安心局住

まいまちづくり課 

鳥取県中小企業ＢＣＰ策定戦

略評価委員会 

鳥取県中小企業ＢＣＰ策定戦略の評

価及び見直しに関する事項 
〃 

商工政策課 

平成27年度鳥取県素形材産業

高度化総合支援事業費補助金

審査会 

鳥取県素形材産業高度化総合支援事

業費補助金の補助対象事業の採択に

関する事項 

〃 〃 

鳥取県産学共同事業化プロジ

ェクト支援事業審査委員会 

鳥取県産学共同事業化プロジェクト

支援事業の受託プロジェクトの選定

に関する事項 

〃 

経済産業総室 

とっとり発医療機器開発支援

事業審査委員会 

とっとり医療機器開発支援事業の受

託プロジェクトの選定に関する事項 
〃 〃 

平成27年度鳥取県ウェアラブ

ルデバイス活用実証モデル開

発支援補助金審査会 

鳥取県ウェアラブルデバイス活用実

証モデル開発支援補助金の補助対象

事業の採択に関する事項 

〃 〃 

平成27年度鳥取県環境対策設

備導入促進補助金審査会 

鳥取県環境対策設備導入促進補助金

の補助対象事業の採択に関する事項 
〃 〃 

平成27年度鳥取県境港輸出入

拠点化支援事業費補助金審査

委員会 

鳥取県境港輸出入拠点化支援事業費

補助金の補助対象事業の採択に関す

る事項 

〃 〃 

平成27年度鳥取県リサイクル

技術・製品実用化事業補助金

審査会 

鳥取県リサイクル技術・製品実用化

事業補助金の補助対象事業の採択に

関する事項 

〃 〃 

平成27年度鳥取県リサイクル

ビジネスモデル支援事業補助

金審査会 

鳥取県リサイクルビジネスモデル支

援事業補助金の補助対象事業の採択

に関する事項 

〃 〃 
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平成27年度とっとり産業技術

フェア（テクノロジーフェア）

会場設営業務プロポーザル審

査委員会 

とっとり産業技術フェア（テクノロ

ジーフェア）会場設営業務に係る受

託業者の選定に関する事項 

平成27年４月２日

から同年11月１日

まで 
〃 

平成27年度食のみやこ鳥取県

推進関係補助事業審査会 

(１) 食のみやこ鳥取県づくり支援

交付金の補助対象事業の採択に関

する事項 

(２) もうかる６次化・農商工連携

支援事業の採択に関する事項 

(３) 米の消費拡大特別支援交付金

の補助対象事業の採択に関する事

項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 

市場開拓局食のみ

やこ推進課 

平成27年度鳥取県がんばる地

域プラン審査会 

がんばる地域プラン事業の基本計画

（地域農業の振興方策をまとめた計

画をいう。）等の採択等に関する事

項 

〃 

農業振興戦略監と

っとり農業戦略課 

平成27年度鳥取県元気な里山

応援事業審査委員会 

元気な里山応援事業のプランの採択

等に関する事項 
〃 〃 

平成27年度鳥取県とっとり農

ビジネス研修等開催業務プロ

ポーザル審査会 

とっとり農ビジネス研修等開催業務

に係る受託業者の選定に関する事項 

平成27年４月２日

から同年６月30日

まで 

〃 

平成27年度鳥取県オーストリ

ア調査・研修派遣者選考会 

地域林業をけん引するリーダーの人

材育成のためのオーストリア調査・

研修の派遣者の選考に関する事項 

平成27年４月２日

から同年９月30日

まで 

森林・林業振興局

林政企画課 

平成27年度県産木材・竹材製

品開発・販路開拓支援事業審

査会 

県産木材・竹材製品開発・販路開拓

支援事業費補助金の補助対象事業の

採択に関する事項 

平成27年４月２日

から平成28年３月

31日まで 

森林・林業振興局

県産材・林産振興

課 

平成27年度鳥取県６次産業化

（農商工連携）推進プラン審

査会 

もうかる６次化・農商工連携支援事

業及び鳥取県版ファストフィッシュ

生産促進事業の採択に関する事項 

〃 

水産振興局水産課 

平成27年度鳥取県水産物流通

改革・消費拡大チャレンジプ

ラン審査会 

水産物流通改革・消費拡大チャレン

ジ支援事業の採択に関する事項 〃 〃 

鳥取県国土強靭化地域計画策

定検討委員会 

鳥取県国土強靭化地域計画に関する

事項 
〃 

技術企画課 

平成27年度鳥取県東部地区農

業関係プラン審査会 

がんばる農家プラン事業費補助金及

びもうかる６次化・農商工連携支援

事業費補助金の補助対象事業の採択

に関する事項 

〃 

東部農林事務所 

平成27年度鳥取県八頭地区農

業関係プラン審査会 
〃 〃 

東部農林事務所八

頭事務所 

平成27年度鳥取県中部地区農

業関係プラン審査会 
〃 〃 

中部総合事務所農

林局 

平成27年度鳥取県西部地区農

業関係プラン審査会 
〃 〃 

西部総合事務所農

林局 
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平成27年度鳥取県日野地区農

業関係プラン審査会 〃 〃 

西部総合事務所日

野振興センター日

野振興局 

鳥取県栽培漁業センター次期

取水設備検討委員会 

鳥取県栽培漁業センターで使用する

次期取水設備に関する事項 
〃 

栽培漁業センター 

                                                    

 

鳥取県告示第149号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の規定に

基づき、指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

開設者の氏名又

は名称 
開設者の住所 

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療

機関の所在地 

自立支援医療

の種類 
指定年月日 

小谷薬品株式会

社 

鳥取市吉方町二

丁目521 

小谷薬局雲山店 鳥取市雲山241－

27 

育成医療、更

生医療、精神

通院医療 

平成27年４月

１日 

                                                    

 

鳥取県告示第150号 

次のように保安林の指定を解除する予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定

により告示する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 解除予定に係る保安林の所在場所 

倉吉市大原字保木1091の22 

２ 保安林として指定された目的 

  落石の危険の防止 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

                                                    

 

鳥取県告示第151号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、国土交通省中国地

方整備局倉吉河川国道事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条において

準用する同法第14条第３項の規定により告示する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 作業種類  公共測量（道路基準点測量） 
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２ 作業地域  東伯郡湯梨浜町及び琴浦町並びに西伯郡大山町地内における一般国道９号の現道部 

３ 終了年月日 平成27年２月27日 

                                                    

 

鳥取県告示第152号 

土地収用法（昭和26年法律第219号）第11条第２項の規定に基づき、次のとおり土地の立入りの許可をしたので、

同条第４項の規定により告示する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 起業者の名称 

  中国電力株式会社 

２ 事業の種類 

  特別高圧架空電線路 八東支線No.32～No.40経年鉄塔建替事業 

３ 立ち入ろうとする土地の区域 

  八頭郡八頭町安井宿字溝股ケ、字高藤及び字向高藤、大門字向高藤、字梁ヶ坪、字上高藤、字井古田、字下

高藤、字清水ノ元、字下森、字伊ノ坪及び字下深田、花字中嶋、字下土居、字土居田及び字宮ノ下タ、郡家殿

字岸ノ下、字手前中嶋、字中嶋、字坪之内、字宮ノ下及び字隈ノ内並びに市谷字井古田、字河原田、字入料免、

字段、字縄通、字大江袋及び字岸ノ下 

４ 立ち入ろうとする期間 

  平成27年３月23日から同年５月29日まで 

                                                    

 

鳥取県告示第153号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同条第２項におい

て準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第２項において準用する同法第20条第

２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

米子境港都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  米子境港都市計画区域 

３ 縦覧場所 

鳥取県県土整備部技術企画課（鳥取市東町一丁目220）、米子市建設部都市計画課（米子市加茂町一丁目１）、

境港市建設部都市整備課（境港市上道町3000）及び日吉津村建設産業課（西伯郡日吉津村日吉津872－15） 

                                                    

 

鳥取県告示第154号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同条第２項におい

て準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第２項において準用する同法第20条第

２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 
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  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

米子境港都市計画 市街化区域及び市街化調整区域 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  市街化区域 

   変更する部分 

    米子市和田町 

  市街化調整区域 

   変更する部分 

    米子市和田町 

３ 縦覧場所 

鳥取県県土整備部技術企画課（鳥取市東町一丁目220）、米子建設部都市計画課（米子市加茂町一丁目１）、

境港市建設部都市整備課（境港市上道町3000）及び日吉津村建設産業課（西伯郡日吉津村日吉津872－15） 

                                                    

 

鳥取県告示第155号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同条第２項におい

て準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第２項において準用する同法第20条第

２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

淀江都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  淀江都市計画区域 

３ 縦覧場所 

鳥取県県土整備部技術企画課（鳥取市東町一丁目220）及び米子市建設部都市計画課（米子市加茂町一丁目１） 

                                                    

 

鳥取県告示第156号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、平成27年３月17日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 
変 更 

前後別 
区  間 

敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 
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米子環状線 
変更前 

米子市和田町字新川3213－７地先から同市和田町字

堂前1845地先まで 
 3.6～25.5 265.0 

変更後 

米子市和田町字新川3213－７地先から同市和田町字

堂前1845地先まで 
15.0～31.1 228.0 

米子市和田町字新川3197－16地先から同市和田町字

塚灘1704－３地先まで 
 3.6～11.8 186.0 

                                                    

 

鳥取県告示第157号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり県道の供用を開始するので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、平成27年３月17日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

米子環状線 米子市和田町字新川3213－７地先から同市和田町字堂前1845地先

まで 

平成27年３月17日 

米子市和田町字新川3197－16地先から同市和田町字塚灘1704－３

地先まで 
〃 

                                                    

 

鳥取県告示第158号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜地

崩壊危険区域として次の区域を指定する。 

その関係図面は、鳥取県県土整備部治山砂防課及び中部総合事務所において一般の縦覧に供する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 名称 

  坂本２地区急傾斜地崩壊危険区域       

２ 区域 

  次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次に直線で結んだ線及び標柱１号と標柱９号

を結んだ直線に囲まれた区域（平成５年６月２日付農林水産省告示第635号にて指定された保安林指定区域を除

く） 

   土     地                  標  柱           

 東伯郡三朝町坂本字上野401－４                   １号 

 東伯郡三朝町坂本字上野403                        ２号及び３号 

 東伯郡三朝町坂本字居護395                      ４号 

 東伯郡三朝町坂本字居護392－５               ５号 

 東伯郡三朝町坂本字宝大神1452            ６号 

 東伯郡三朝町坂本字宝大神1507－１          ７号 
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 東伯郡三朝町坂本字宝大神1469            ８号 

 東伯郡三朝町坂本字宝大神1496            ９号 

                                                    

 

鳥取県告示第159号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県中部総合事務所長 西 山 信 一 

 

名 称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サー

ビスの種類 
指定年月日 

一般社団法人

鳥取夢未来舎 

倉 吉市 上井

374－８ 

鳥取夢未来舎 倉吉市上井374－８ 就労継続支援

Ａ型 

平成27年３月

16日 

                                                    

選挙管理委員会告示 

 

鳥取県選挙管理委員会告示第11号 

昭和61年鳥取県選挙管理委員会告示第33号（不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について）の

一部を次のように改正する。 

 

  平成27年３月17日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 相 見  愼 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 略 

２ 老人ホーム 

施設名 所在地 

略 

特別養護老人ホーム 

はまゆう 

鳥取市服部204 

特別養護老人ホームの

でらはまゆう 

鳥取市野寺67 

 略 

３・４ 略 

  

 

１ 略 

２ 老人ホーム 

施設名 所在地 

略 

特別養護老人ホーム 

はまゆう 

 

 

鳥取市服部204 

略 

３・４ 略 

 

 


